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測定年月
H19.5～H19.6 H19.8             H19.11～19.12      H20.2～20.3

A号炉 0.017 0.0015 0.00045 0.00077
B号炉 0.00058 0.00077 0.0017 0.0062
C号炉 0.00058 0.0011 0.00072 0.10 

固化灰 0.081 0.066
排出水 0.0063 0.013

事業者による携帯電話のリサイクルシステムについて
携帯電話等には銅、アルミといった一般的な金属の他にも金、銀な

どの貴金属、レアメタル（希少金属）が使用されているほか、部品の一
部には有害物質も使用されており、適正な処理を行う必要があります。
携帯電話等は販売店等において本体、充電器、電池を自主的に無償

回収し、金属資源等として再資源化されています。つきましては、使い
終わった携帯電話等は左のマークのある販売店等に回収をお願いする
ようにしてください。

問い合わせ 廃棄物対策課　228-5370

あき地の雑草の刈り取り処分は、その土地の所有者（管理者）が行わなけ
ればなりません。
所有（管理）している土地は適正に管理し、良好な環境の保全に努めまし

ょう。
なお、あき地の雑草の刈り取り処分ができないかたは、市の除草委託制

度（有料）を利用できます。制度の利用については、環境保全課までお問い
合わせください。

問い合わせ 環境保全課　228-5389

平成19年度ダイオキシン類測定結果

●朝日環境センター　測定回数：排ガス／年4回　　固化灰・排出水／年2回

単位：排ガス　ng-TEQ/m3N 灰　ng-TEQ/g 排出水　pg-TEQ/L

測定項目

排
ガ
ス

基準値

測定年月
H19.5 H19.8 H19.11 H20.2

3号炉 0.015 0.045 0.041 0.49
4号炉 0.063 0.013 0.012 0.51

焼 却 灰 0.0045 0.015 
集じん灰 0.28 0.14
排 出 水 0.019 0.35

●戸塚環境センター　測定回数：排ガス／年4回　　焼却灰・集じん灰・排出水／年2回

単位：排ガス　ng-TEQ/m3N 灰　ng-TEQ/g 排出水　pg-TEQ/L

測定項目

排
ガ
ス

基準値

問い合わせ 戸塚環境センター 295-0131 朝日環境センター 228-5300

注）：法により、平成9年12月1日までに設置された施設（既設）は1ng-TEQ/m3N、それ以降に設置された施設（新設）は0.1ng-TEQ/m3Nです。
参考：ng（ナノグラム）=10億分の1グラム　　pg（ピコグラム）=1兆分の1グラム

TEQ=ダイオキシン類は色々な種類があり、それぞれ毒性の強さが違います。そこで最も毒性の強いダイオキシンに換算したものがTEQとなります。

0.1以下

3以下
10以下

あき地を適正に管理しましょう！

注）1以下

3以下

10以下

注）

携帯電話等の回収店マーク
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